
★印と■印がお手続きに必要なものとなります。
★印の様式は、税務課証明担当窓口にあります。
　また、ホームページよりダウンロードも可能です。

★亡くなった方名義の廃車申告書、■ナンバープレート、■標識交付証明書

★亡くなった方名義の廃車申告書

★相続人名義の新規登録申告書

■標識交付証明書

譲る人が決まったら… ★亡くなった方名義の廃車申告書、■標識交付証明書

■ナンバープレート
（付いていたナンバーは廃車と同時に返納になります。同ナンバーを使用したい場合は、

新所有者が手続きを行ってください。→③-2）

譲る人が決まっていない･･･

★亡くなった方名義の廃車申告書、■ナンバープレート（変えない場合は不要）

■標識交付証明書、★新所有者名義の新規登録申告書

■相続人から新所有者への譲渡証明書（下記参照・・・※1）

③-2　新所有者（市内在住）が手続きする場合
　　　　（定置場が市外となる場合、③-1の手続きが必要になり、
　　　　　新所有者による富士吉田市での登録手続きはできません。）

所有しない
①廃棄今後、

亡くなった方名義
の原付・小型特殊
自動車を・・・

相続人が所有
②相続

所有する ③-1　相続人が手続きする場合

相続人以外が所有
③譲渡

相続人の方のお手続き手順書(下記手順に従い必要書類等をご持参ください）

●亡くなられた方の本籍地が富士吉田市以外の場合、亡くなられた方と相続人の関係を確認しますので、相続関係を確認できる戸籍等関係書類をご持参ください。

●どの手続きも、窓口に来る届出者の本人確認書類が必要になります。
重

要

相続人名義の「廃車証明書」を発行しますの

で、「譲渡証明書（下記参照･･･※1）」と一緒に、
新所有者に渡してください。その後、新所有者

が登録手続きを行うこととなります。

Q 亡くなった「夫」のバイクを自分は乗らないけど、まだ使えるから

今後、誰かに譲りたいわ･･･

A 譲る人が決まるまで、あなた（相続人）の所有（名義）に変更して
ください。その後、譲る人が決まったら、あなた（相続人）の所有

（名義）から新所有者への名義変更のお手続きをしてください。

富士吉田市下吉田6-1-1

富士山 花子

譲渡証明書

譲受人 住所 ○○○○

（新所有者）氏名 ○○○○

車両ナンバー 富士山あ12-34
車台番号 ABC1234567
車名 スズキ 排気量 49㏄

譲渡人 住所 ○○○○

（相続人） 氏名 ○○○○

亡くなった方名義の車両を譲る

場合（③譲渡）は、相続人から新

所有者への譲渡証明書が必要
になります。

左図のように相続人（譲渡人）が

必要事項を記載し、新所有者に

渡してください。様式は、税務課

証明担当窓口にあります。また、

ホームページよりダウンロードも

可能です。

※1 譲渡証明書

(フリガナ)

生年月日 電話番号

(フリガナ) 住所

　　　　氏名

届

出

者

住  所

又は

所在地

□同上

盗
難
届
出

届出年月日 令和　　　年　　　月　　　日

氏  名
又は

名  称

□同上 受 理 番 号

被害年月日 令和     年    月    日

届出警察署 警察署　　　　　　　　　　　　　　交番・駐在所

明･大･昭･平･令     年     月     日

　大 ・昭 ・平 ・令

□ 届出者は納税義務者の承諾を得て、この申告を行っています。
※富士吉田市に本籍がない方は、所有者の死亡と相続人との関係が確認できる戸籍等関係書類が必要です。

(虚偽の申告又は報告をしますと、地方税法第463条の20により処罰される場合があります。）

氏　名
   年　　　月　　　日

【納税義務者と届出者が異なる場合、下記の内容を確認し、チェックしてください】

相
続
人
記
載
欄

所有者が亡くなった場合、相続人の方は①～③の中から該当するものを○で囲み、署名をお願い致します。

業
者
提
出
者

住　所
①廃棄します　　　　 ②自分が相続（所有）します　　　　 ③譲渡します

相続人　

生年月日

廃車申告書中の相続人記載欄は、相続人が必要事項をすべて記入してください。


